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(参考資料１)コーポレート・ガバナンス体制についての模式図

（参考資料２）適時開示体制の概要

   ： 内部情報管理～開示

   ： 開示後

＜適時開示体制の概要に関する補足説明＞

　当社は、主要な会議体、担当者および部門責任者からの各報告を情報管理部門（経営企画部門、人事部門、財務経理部門、総務部門、

関係会社管理部門）が網羅的に収集し、当該情報の開示要否を適宜確認し、情報取扱責任者に迅速に報告する体制をとっております。

■ 適時開示情報の検討体制

　　情報取扱責任者は、開示業務を統括する情報開示委員会を開催し、適時開示すべき情報の出所･根拠に基づく正確性、法令・上場

 規則・社内規程等に基づく適法性を確認し、株主・投資家等の視点から開示資料の内容の十分性、明瞭性等の確認を行っております。

 専門的領域については、監査法人や弁護士等の助言を適宜受けております。情報取扱責任者は、情報開示委員会での協議結果を踏ま

 えて適時開示すべき情報を取締役会に付議・承認のもと、会社として公式に開示する情報を決定しております。

■ 開示手続き

 　情報の公表にあたっては、取締役会での承認後TDnetを通じて速やかに開示しております。また、開示後に当社ホームページにも

 当該情報を掲載しており、適時開示情報と同様に情報開示委員会での検討や取締役会上申時の確認、経営管理室での確認手続きを

 とり正確かつ迅速・公平な開示に努めております。開示後、外部からの問合せは経営管理室が総合窓口となり、問合せ先部門と適時・

 適切な応対と見解の表明に努めております。

■ 内部情報管理の維持・向上

 　開示前情報の取扱いにあたっては、「内部情報管理規程」の全社周知、適時開示についての全社への啓蒙や開示実務者への教育を

 適宜実施するほか、情報取扱責任者自らが主要な社内会議に同席し、適時開示すべき情報の確認、意見の表明を行っております。
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